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株式会社中造園 奈良県葛城市
西辻352-1

令和８年６月23日から
令和８年７月22日まで
(１か月間)

建設業法第７条第１項及び第２号の規
定に違反する行為を行っていたとして、
奈良県知事より建設業法第28条第1項
に基づく指示処分を受けたため。
（指名停止基準　別表第２の６(３)ウ適
用）

令和８年度建設工事等に係る
指名停止措置状況一覧

（破産宣告・金融機関取引停止等による資格停止を除く）
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